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〜はじめに〜 

 市政レポート第２号をお届けします。2020 年 2 月 1 日、堺市東文化会館のフラットホールに 130 名

の方が参加されました。19 年 10 月開催の第 1 回学習会に続き 2 回目の学習会となりました。1 回目に

引き続きたいへん熱い議論となりました。三つのグループでの話し合いの概要と記念講演の北野さん

の資料を掲載しています。これからもみんなで学び私たちの力にしていきましょう。 

 

 

〜目次〜 
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 大阪市廃止・4 分割の住民投票にどう挑むか？･･････････11 

閉会あいさつ（高橋 保さん）･･････････14 

 

 

【開会あいさつ：野村友昭さん】 

堺市議会が２月１８日から始まります。今は新年度予算案

がほぼできあがって、各市議に説明される段階です。今回の

予算は新市長になって初めての予算ですので、どのような内

容かということが、今後の堺市に大きな影響を与えることに

なります。政策的な予算は、分科会の中で色々と議論がされ、

現職市議の方からも詳しくお話しもして頂けると思います。 

一方で多くの施策、事業の予算が削られました。児童自立

支援施設や百舌鳥・古市古墳群ガイダンス施設が白紙ということで、なかったことにしてし

まう状態です。プラスの予算、マイナスの予算、それがどういうふうな影響を市民生活にもた

らすのかということを、今日集まりの皆さんでしっかりと勉強も議論もして頂いて、堺市政

を良い方向に導いて頂きたい。市民の力が市政を動かすことになります。私も皆さんと一緒

に分科会に入ってお話しをしたいと思います。 

今日の分科会はテーマが３つです。もともとカジノ、大都市制度について、打合せの段階で

は皆さんと議論しようかと考えていたのですが、あまりたくさんのテーマになると議論が分

散してしまいますので、堺市政に限ったテーマで分科会を構成させていただきました。 

一方でお隣の大阪市では、いよいよ 11 月 1 日にどうも住民投票が行われるという方向で動

いております。前回の住民投票は私も経験致しましたけれども、実は告示後の期間が３週間

もありまして非常に長いのです。11 月 1 日だったらだいぶ先のことだと思っていても、その

３週間前には告示ということですから、おそらくオリンピックが終わったら、“よーいドン”

で住民投票に向けた活動が本格化するだろうと想像しております。 

今日はこの大都市制度について非常にお詳しい、私も非常に尊敬いたしております大阪市

会議員の北野妙子先生がお話をしに来てくれますので、ぜひ一緒に興味深く聞いて頂ければ

と考えております。 

非常に盛りだくさんの内容ですけれども、最後まで共に学びたいと思います。 
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児童自立支援施設問題 

小堀清次議員による全体に向けての問題提起 

 現在市長は結論めいたことを言っているが、この施

設は児童福祉法第４４条によるもので政令市には設

置義務がある。堺市が政令市になった時からその義務

を負っており、その時には橋下府知事や松井大阪市長

は、堺市にこの施設を建てることを強く要請してい

た。この施設の良い点は少人数による家庭的で福祉的

アプローチが大変意義のあるものとなっている。堺市

の計画はそれに沿ったもので、よくできている計画で

ある。 

 全国的には、このような施設は国立 2 施設、都道府

県立 50 施設である。 

 2019 年の非行相談

件数は全国 1 位が大

阪、2 位堺となってい

る。この状況からも必

要な施設と言える。 

府との経緯では平成 17 年 5 月 10 日に確認書が交わされ、

それから約 10 年

間、整備室が計画を立案してきた。南区泉田中に

土地が確保され、平成 31 年 1 月市議会で全員賛

成で施設建設が議決され、平成 37 年 4 月開所予

定であった。その時の施設の概要は４寮 40 名（男

子寮２の 20 名・女子寮２の 20 名）となっている。 

市長選で永藤市長の答弁は、あくまでコストの

話に終始している。中断ありきではなく、メリッ

ト・デメリットを見ることが大切である。市長は

知事との話し合いでのみ進めようとしているが、

堺市の問題であり、市議会での議論も大切にしてもらいたい。市民の皆さんに背中を押して

もらえれば、いっそう引き続きこの問題に力を入れたいと思います。 

 

分科会での討論 

＊吉村知事との話の中に、修徳学院の中に堺市の寮

を建てさせてもらう、という調整をしていると言う

が、その点はどうなっているのか？その敷地は山の

中で埋蔵文化財もあると聞くが…。 

＊現在文化財の調査をする予定になっている。しか

し、それにはとても時間がかかる。また、その敷地

に４寮はとても無理だと思う。 

＊修徳学院を見学したが、万が一建てられたとしても、１棟が限度だと思う。とても堺の子ど

もを受け入れるのは無理だと思う。 

 いろいろ要望をあげているが、なかなか進まない。しかし、要望を上げ続けることが必要と

感じている。 

＊議員としての憤りとして最も強いことは、経緯からも含め、せめて男子 20 人、女子 10 人

という案など、きちっと議会にかけるべきだと思う。すべて「知事と協議する」としか言わな

いことである。 
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＊建設予定地の場所のことであるが、まず環境として良いのかどうかである。そして地域住

民の理解が大切だと思う。 

＊予定していた地域の方々の状況は？ 

＊話が二転三転してきた経緯がある。必要性の説

明が不十分と言う点もあっただろう。土地のきめ

かたがトップダウン式で、市がきめてしまうとい

う点の責任があっただろう。 

＊子どもの数は 10 人～20 人ということだがそれ

を超えたらどうなるのか？ 

＊他県、例えば徳島・和歌山・奈良というところに行くことになる。また人数を超えるという

点だけでなく、同じグループの少年たちは別々の場所に措置することが望ましいので、堺に

できることは他県から見ても選択肢が増え良いことになる。 

＊子どもとの距離が近くなるという点では、保護者や先生が面会しやすくなるので、堺市内

につくることの意味はとても大きいと言える。物理的に近いというのはとても大切な要因だ。

また、市で施設を持つということは主体的に措置できるということでもあり意義深いし、周

辺との市町村との融通もとりやすいメリットがある。 

＊いずれ子どもたちは家庭に帰すのであるから、家庭の環境も良い方向になると良い。その

時にはその家庭の地域との関係が良い状態

であることが望ましい。地域に作ることの大

切な意味がそこにもあると思う。 

＊南区ではごみ処理施設なども含め、いろん

な施設を受け入れているという不満が住民

にある。また、自治会の説明で、警察関係の

方が来られ「少年院」と説明して誤解を与え

たりもした。その点は修正してきているが。 

＊地元との間では市が押し切ってきた点も

ある。 

＊総論賛成、各論反対となってしまいがち。

もっといろいろなことを教えてもらわない

と賛成に持って行けないのでは？ 

＊子どもがどう成長していくのか、後を追い

かける資料はないから数字では示しにくい。

実証はむつかしいが、修徳学院では敷地内に

小中学校もあり陸上部などのクラブ活動で

は全国でも優勝経験がある。 

＊以前の土地の近くの住民間では賛否が割

れ自治会が二つに割れた。いったん白紙にな

り、その後見学を 2 回ほどして、その上でどういう子どもたちがどういう経過で、と理解は

進んでいる。地域も受け入れを考えてくれている。ので、

今「えっ？あかんようになったの？」という声が出てい

る。 

＊どんな施設を作る場合でも皆不安が先に立つから、

伝える・知ってもらう努力が大切だし、受け入れ側もき

ちっと知ることがいる。地域の反対で障碍者の施設を

断念した経験がある。 

＊ネガティブキャンペーンが実際あった。いろいろと

聞いている。 
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＊ある議員は、土地を買う時賛成しておきながら少年

院のような施設とデマを飛ばし、訂正させられている。 

＊修徳学院には 4 年間勤めていた。犯罪をおかした子

もいるし、虐待にあった子も、いろんな子がいる。しか

し中学校から高校へ行く子もいる。疑似家族の中で、自

分を見つける機会となっている。児相のケースワーカ

ーは行く。 

＊35 億円すべてが堺市の負担ではない。大部分が国庫

からの補助金などとなる。 

＊地域で小学生にいたずらをした子がいて、行き場所のない子どもがいるんだなと思った。

必要な施設だと思う。 

＊堺市に建てることで先生方も通える。議論をたくさん積み重ねてきた計画なので中断と一

言でされるのはおかしい。中断を再開に戻すのは難しい現状であり、その中でデマも飛ばさ

れている。 

 

「一人の子どもも見捨てない」 堺市を子どもの住みよい日本一の街に 市民学習会 報告 

 参加者は 69 名でした。それまで、講演会開催を広げる

ために、各方面にご依頼や街頭宣伝をしましたが、その

中で、応援して下さる方とつながることができました。

この日も遠く泉北からも来て頂いたりと各方面からの参

加がありました。 

 西嶋先生の情熱溢れる講演は、20 年間の生きざまその

ままのお話で、本当にたくさんの子育てエキスが詰まって

いました。教師も保護者も育て直しのかかわりをされてこ

られた福祉関係の方々など参加者は皆、思い当たることや、

改めて気が付くこと、またこれから役に立つことが整理さ

れたのではないでしょうか。子どもを育てるということに

は境界線などなくすべての子どもに言えることだと再認

識できた場になりました。つまり、「児童自立支援施設」というのは、子どもたちが健やかに

育つことが大変困難になっている現在、すべての大人の課題、社会全体の責務だということ

を示してくれたのです。 

 感想文にもそのようなご意見がいっぱいありました。堺市には当然あるものだと思ってい

た若い方もおられました。南区での宣伝をしていた時、「遠いので南区でやって欲しい」との

声がありました。（後日、感想文を持ってお礼に伺った時、「南区での小集会などが企画できれ

ばまた来て頂けるでしょうか」とお尋ねしたところ、前向きなご返事が返ってきてとてもう

れしく思いました。） 

 休憩時、参加者に質問を書いて頂き、後半西嶋先生に質問に答えて頂きました。その後、会

場からの意見交換をしました。活発に途切れることなく意見が出ました。 

 最後に、今後の行動提起として、新しく作成した【自

立支援施設を知ってもらい、建設推進を堺市に要望す

るチラシ】を持ち帰って広めて下さいとお願いしまし

た。保護司の方が 500 枚持ち帰って下さるなど、皆さ

んとても積極的に対応してくださいました。 

 2 月 18 日早朝のスタンディング行動にもたくさん

の参加がありました。駅頭宣伝も続けており、飛び入

り参加もあります。次の行動の中身を考えるのは 3 月

23 日（月）6 時半より、総合福祉会館にて行います。 

2 月 9 日（日）元修徳学院院長・現清心

寮寮長の西嶋嘉彦氏の講演から 
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教育と政治の関係 

全体会での渕上猛志議員による問題提起 

永藤市長による政治の教育への介入と教育の民間への切り売

りは問題。 

政治への介入 ・組体操「禁止の意向」と議会で表明 

これを受けて維新議員は「市長の指示は絶対」と後押し。 

さらに同議員は 

・「仰げば尊し」を卒業式で！ 

・運動会での「君が代」斉唱を！ 

などと、議員が学校教育に介入の

動き。 

民間への切り売り 

・オンライン英会話の導入 PC で

ネイティブによる 1 対 1 の授業 

これらに対し「市長の指示は絶対化」と追及。 

これに対し、市長は「指示ではない」「絶対ではない」と答弁。

押し返す。 

 

分科会で討論と意見 

・中学校でのチャレンジテストの導入で、利権のために教育が

利用されている。この正当性に疑問がある。府内で数万人が受

験し採点はどうするのか？ 

しかし、教員は多忙化が進んでおり、問題の内容も問題になっ

ていない。 

・子ども食堂のスタッフをしているが、子どもの権利条約に基づく条例が堺市にはない。自治

体に明記させて点検していく事が大事なのではないか。 

・歴史教科書の採択では議員からの圧力が強まったことがあ

った。圧力はあったが当時「意見は聞くが公開の委員会の下

で決める」と対応した。政治が教育のあり方を左右するよう

なことがあってはならない。 

・堺市の教員は非正規の比率が多く全国第 4位の低さだ。 

・永藤市長の発言は衝撃だ。道徳の教科化とかの影響はある

のか？ 

・維新は成果至上主義でありここに問題がある。オンライン

英会話・教育バウチャーでいいのか？むしろ、全体の底上げ

が大事なのではないのか。 

・本会議大綱質疑の最後で維新議員が発言したのが先の内容

だった。最後なので本会議での質問ではこれを追求できない

場で、ああいう内容の発

言をすることは問題。 
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そこで、文教委員会での質疑で追求しこの内容のすべてを

ひっくり返した。維新議

員の暴走が始まっている

ように思う。市長でもコ

ントロールが効かない状

況になっているのではな

いか。 

・自衛隊の募集について

市長は「今後は一括提供

指示」としている。 

・教育の政治介入や民間化は反対だ。教育は独立したも

のであって時の政権によって左右されるものであっては

ならないと思う。 

・大阪市の教育長とも話したが、「今、現場が疲弊してい

る」という現実がある。言い訳になるが、非正規につい

ては堺市の教員の年齢構成の問題がある。そこは理解を

してほしい。 

市長や議員が教育の問題についてあれこれと大綱質疑で

も質問する。しかし、市長は大綱方針を出すし教育長や

教育委員の指名にもかかわる。ここが重要だ。成果主義

の人を組み入れていくという事を維新はしていくだろ

う。見ておかなくてはいけないと思う。 

・今年は中学校の教科書採択の年であり注目していくこ

とが重要だ。 

 

等の意見が次々と出され、維新市長と教育とのかかわり

では危機感を持った議論が続きました。 

堺市と堺市議会は、維新による「教育条例」提案をこの間

否決し続けており、市長による教育への介入を防いできた府内ではただ一つの自治体です。

ですから、維新勢力は「実態としての教育支配」に道を開こうとしているのではないかと危惧

されます。 

現場の多忙化と疲弊状態は、教育の当事者である教職員が教育介入に反対する気力と体力を

奪っているのではないかと思います。 

議論を通じた感想ですが、現場教職員の参加と市民との共同をつくり上げていく事が大切と

思いました。 
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図書館の危機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問題提起）             図書館の危機                                                                
2020/2/1  堺市の図書館を考える会 巽 照子 

はじめに  
公共図書館は、転換期をむかえている。インターネットの急速な広がりは、瞬時にして大量の情報を

手にすることのできるチャンスを人々に与え、情報拠点としての公共図書館の存在意義を問うことにな

った。公教育の市場化で図書館に求められるのは、「賑わい」、人が集まる図書館である。 

 地方自治法 1 条の 2 の 1 にある「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、

略・・・」と一人ひとりが幸せに生きることを追求し、そこに図書館の活動もある。(図書館法 2 3条、

社会教育法 6 9 条、教育基本法 12条、日本国憲法 19 条 21 条 23条 25 条参照)  

2019 年夏に見た映画『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』ここには社会インフラとして、

市民生活に密着した多様なサービスを提供するようすが映し出された。国境や言語、思想や宗教の壁も

なく、あらゆる人種、民族に属する人々が積極的に図書館生活を楽しむ姿は民主主義の砦としての公共

図書館の未来である。 

1、図書館の危機が・・・ 
1990 年代後半以降、「官から民へ」「地方分権」「規制緩和」の名の下で自治体や教育・文化行政のあ

り方に関わる法改正の動きが出ている。 

1999 年 7 月「地方分権一括法」の中で図書館法も改正(図書館長の要件緩和)されてしまった。2003

年には地方自治法が改正され、指定管理者制度が導入され、本来、自治体が住民に対して直接責任を負

うべき行政サービスである図書館業務が、まるごと民営化が可能になった。2019年には第 9 次地方分権

一括法の成立により、教育委員会所管の図書館を博物館、公民館などと共に、首長部局へ移管すること

も可能になった。このままでは、公教育、文化行政が崩壊する。 

政治的中立性、継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映、学校教育等との連携などの点から問

題があるとして、多くの社会教育関係者から反対の声が上げられたが、法律は成立してしまった。国や

自治体は、これにより「文化・観光振興や地域コミュニティの持続的発展等に資する」というが、図書

館の役割や社会的使命はどこへ行ったのだろう。2019年の 12月末に驚きのニュースが入ってきた。 

2020 年はオリンピック・パラリンピックの年。もう一つ「学校図書館年」と制定するよう取り組みが

進められていた。 

2015 年施行の改正学校図書館法で「努力義務」とされた学校司書の配置は全体の半数程度にとどまっ

ている。このため「文字・活字文化推進機構」が働き掛け、衆参両院で全会派が了承した形で学校図書

館議員連盟は、昨年 12月の臨時国会に「学校図書館年に関する決議案」提出・採択するための調整を進

め、最終案をまとめようとしていた時に「日本維新の会」から決議案提出に反対することが伝えられた。 

日本維新の会の反対理由は、①学校司書の配置推進は、公務員の増員につながること。また図書館の

司書は近い将来、AIにとって代変わられる業務であると考える。②学校図書館は不要であること。 

この日本維新の会の見解は積み重ねてきた運動の成果である学校図書館への司書配置の動きを止め、

一人ひとりの子どもの学ぶ環境づくりを後退させることになる。この日本維新の会の動きに対して、学

校図書館の充実を求める賛同団体とともに教師、市民、図書館関係者がよりつながりを強め、運動を進

めていくことが求められている。  

今後も国の動きを注視し、図書館の発展を求め、利用者のサービス低下をきたさないように、正職員の

重要性、司書の専門性を重視する取り組みを続けなければと思う。 

この危機の中で、図書館の役割を考えて、法制の問題点や国際情勢、日本の将来像についてなど時事に

ついて資料提供(ブックフェア等々)していってほしいと切に思う今日この頃である。          

2、一人ひとりの幸せにつながる図書館づくり  

○堺の図書館のはじまり   

 堺市立図書館は、誇れる 100 年の歴史がある。開館は 1916 年大正 5 年 6 月。初代館長今井貫一氏は

大阪府立図書館長と兼務。室戸台風(1934 年昭和 9年)により館舎大破し、新館建設(1936 年昭和 11年)

をした。初代専任館長田島清氏を迎えて 戦時下、「天皇陛下」と国内における精神運動の昴揚の一途を

たどっている中、科学運動をおこす必要を説き、蔵書中に科学文献を充実整備した。その後、 空襲(1945

年 7月２６日)にあうが書庫の全蔵書を守る。 

『回想のなかの図書館―中之島から宿院へ―』田島清著 広文堂)より 
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○ 図書館づくり  

大仙公園に現在の中央図書館(1971年昭和46年7月20日)が開館した。開館当初と翌年2年間で司書採用20名あ

り、若い職員で活気があった。当時図書館職員37名で2館と移動図書館運営していた。新しい図書館像『市民の図書

館』(日本図書館協会刊)を実践していこうと、大阪府立図書館から出向館長栗原均氏を迎えての3年間、司書職員は

自発的に意欲を持って時間外に学習を重ねた。時間内研修「児童奉仕研究会」(児童サービスの研修会)も保障され、

市民参加での学習会は司書としての専門職員が育っていった。そうした中で市民団体が生まれた。・図書館友の会(1973

年昭和48年～)・堺市子ども文庫連絡会(1978年昭和53年～)・堺市の図書館を考える会(1981年昭和56年～・学び

を広げる学校図書館の会・堺(1995年～) 

 ○ 職員と市民が協働して作っていく図書館 

・「堺市の図書館を考える会」は、「堺市の子ども文庫連絡会」や、「学びを広げる学校図書館の会・堺」の市民グル

ープの人たちとともに、市民にとって望ましい図書館像を明らかにし、一刻も早い中央図書館の建設を望んで活動

している。 

・毎年、図書館行政の充実を求めて、市議会に➀資料費の充実、②継続的な司書採用、③図書館協議会公募委員に

ついて、④学校図書館の充実等について陳情書を提出し、市及び教育委員会に訴えてきた。 

・図書館協議会公募委員も2015年に実現し、更なる増員に向けて取り組んでいる。 

・学校図書館については学校司書の配置とシステム化を望んでいるが、なかなか進まない。 

・近年は中央図書館の建替え問題に力を入れ、図書館の所管問題(教育委員会の所管維持)にも取り組んでいる。 

・毎年、陳情書を提出し、議員に面会し、図書館問題への関心と理解を深める取り組みを行い、市議会で図書館問

題が取り上げられることが多くなっている。 

○指定管理者制度導入の動き(2005 年平成 17 年新設東図書館で)がでてきたが、市民運動と職員の力で

直営に戻した。 

カウンターには職員を配置し、市民とのコミュニケーションをとりながら情報提供をしっかりしていこうと確認され

た。 

3、 堺の図書館 これから 

・ 堺市の図書館の現状 (平成 30 年度末)は、市内 14 か所(中央図書館、地域図書館、分館等)の図書

館と移動図書館 1台の運営。蔵書冊数全館 1,952,885 冊・予算 図書購入費 86400 千円、・職員におい

ては、1997 年当時は正規職員 120(司書 100)名体制から、正規職員 64名(内司書 53名)に減少、全職員

は 110名(2018 年)と半数が非正規職員である。中央図書館は築 49年となり、老朽化し、利用に障害を

きたしてきている。「早く、市民が利用しやすい中央図書館を建て替えてほしい」との市民の声も多い。

そんな中、中央図書館長から図書館協議会に諮問され、堺市立図書館計画が策定され、「今後の中央図

書館のあり方」について(答申)が(2018 年)平成２９年 3月に出ている。堺市立図書館の 100年を検証

し、 

・ 一人ひとりの市民が幸せになるまちづくりを見据えて、中央図書館立て替えを検討していかねばならない。 

4、市民とともに歩む図書館づくり 
○今、自治を担う「人」が育つことが重要であると考えている。しかも息を吹きこみ、力を発揮させるためにはこの

「人」は「自分だけ」の幸せを大切にする狭い共同意識の持ち主ではなく、みんながよりよく生きていくための助け

合いの共同関係を大切にする人で、感性、創造力、行動力を発揮する存在となっていることが大切なのである。住民

自治が尊重されるためには、情報公開や共同参画の機会が与えられるなど「公」の働きが整っていることが重要で、

その中には図書館の仕事も包合されている。しかし、もっと深く、もっと広い意味で、図書館として自治を支えると

いう視点をもった取り組みが大切だと考えてきている。 

自分の住む街が今に至ったいきさつから、自分たちの取り組みを通して創り出されるべき地域の未来までを展望でき

る長さや広さを住民自身が持つこと。また自分たちの現実にある歴史的に積み上げられてきた素材や資源、知恵と力

をフルに活用して、地域像を共有していくこと。このことにどう関われるかである。 

だれもが自立した存在として社会に参加し、発言することは、民主主義を豊かにするために大切なことではないだろ

うか。 

そして、これからの図書館員に大切なことは、まちづくりに関わり、ひとつの問題を解決するために異なった多数の

価値や判断をつきあわせる「交流」の場づくりや粘り強くコミュニケーションを重ねることである。 

○未来を担う子どもたちに 

子どもたちが豊かな人間性を持って生きる力をたくわえながら成長していってくれることは、今を生き

る大人の暮らしをも豊かにすること。さらには、次の世代に繋がるロマン。人間にとってとっても大切

なことの想いをさらに深くして、一歩でも、二歩でも一人ひとりが幸せに繋がることを支える図書館づ

くりを考えていきたい。 
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助言者 巽照子さん、清水昭治さん（堺市の図書館を考える会） 

全体会での巽さんの問題提起を受け、意見交換をしました。 

（堺の図書館データ） 

・100 年の歴史がある 

・本館７か所（中央、東、西、南、北、中、美原）、分館５か

所（堺市駅前、東百舌鳥、初芝、栂、美木多）、図書室１か所

（青少年センター）と移動図書館 

・蔵書数 約 195 万冊 予算（図書購入費）8,640 万円 

・職員 正規職員 64 名（うち司書 53 名）、全職員は 110 名

（2018 年） 

←1997 年は正規職員 120 名（うち司書 100 名） 

（学校図書館について） 

・分科会での石本京子市議からの問題提起 

 「学校図書館整備 5 か年計画」（文部科学省）が策定されましたが、堺市の学校図書館の司

書配置は、なかなか進みませんでした。しかし 2 年前、中学校 2 校に１人の割合で司書が配

置されました（21 人）。司書は 1 校あたり 1日 4 時間、週 2 日勤務ですが、子ども達が本に触

れることができ、さまがわりしました。本を読むことで読解力がつきます。今後は小学校にも

配置されるよう取り組んでいきたいです。 

 

問 学校図書館に司書を配置する意味をもう少し聞きたいです。 

答 教員の多忙化のため、学校司書に教員を専任配置することは難しい状況。学校司書は、府

内では豊中、箕面、羽曳野、熊取など、神戸市や横浜市も 1 校 1 人配置が実現しています（文

部科学省も 1.5 校に 1 人配置の方針）。子ども達が公共図書館へアクセスできるかは、住んで

いる地域や家庭環境に左右されますが学校図書館なら全ての子どもが利用できます。学校司

書が配置されれば、子ども達へのアドバイスや、教員の教材づくりもできます。 

 

（中央図書館について） 

・市長が替わったあと、図書館に関わって何か動きがありましたか？ 

・中央図書館建替に関わって、中央図書館の諮問機関である図書館協議会では「指定管理者制

度の導入は認められない」（2017 年）と答申していますが、市議会では維新議員がこれを「偏

った考えだ」とし、協議会メンバーの人選を考えるべきと述べました（2019 年 9 月市議会文

教委員会）。今後注視する必要があります。 

 

・和泉中央の図書館は広くて使いやすいが、大仙公園の中央図書館は貧弱だ。 

・堺市全体の図書館である中央図書館は老朽化のため建替が必要です。中央図書館基本構想

が検討されています。どんな図書館にするのか市民の議論が大切です。図書館を考える会で

は、幅広い層であり方を考えたいと思っています。 

 

（公共図書館について） 

・堺市の司書の数は他市と比較してどうですか。 

・政令市で比較すると、堺市の司書数は上位（多い）ですが、13 館で 53 人は少ないですし、

図書購入費 8,640 万円（平成 30 年度）も低水準です。 

 

意見 

・図書館のサービスが職員によってバラツキがある。現場の危機感を聞いてみたい。 

・堺市も公文書館を作ってほしい。歴史的資料を集め、市民が知れるようにしてほしい。 

・乾市議 市議会で各地の民間委託された図書館の視察に行く。広いスペースや子どもが遊
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べる広場、最新の貸出返却システムなどに目を奪われ

るが、一方で高額の委託料を支出している。民間委託

が本当に良いのか。直営と委託の見極めが必要です。 

・小 3、小 1、0 歳の子どもがいます。休日に子どもを

無料で連れて行ける公園や図書館はとてもありがた

い。しかし、公共図書館が家から遠く、なかなか行け

ない。学校図書館で借りられるのは魅力的。移動図書

館もいいなと思う。子どもにとって本を選べるのはと

てもうれしいこと。 

・私は保育に関わってきました。本が子どもの心を育てるのにとても大切だと感じています。

子どものために図書館のことを考えていきたいです。 

・図書館に勉強スペースがほしいとの声も中高生からあります。 

・交通の便が悪く、図書館に行けない。渕上市議が市議会質疑で堺消防署が移転した跡地（大

小路）に図書館建設を求めていた。ぜひ運動していきたい。 

 

（司会者のまとめ） 

分科会では、「堺市図書館の現状への要望」「図

書館の民営化の問題」「学校図書館の問題」など多

くの意見が出されました。 

1971 年に大仙公園に建てられた中央図書館の

建替問題では、公文書館を作ってほしい、芸術・

音楽とを融合した図書館のビジョンを考えたい

など、市民の意見を取り入れてほしいという声が

ありました。 

堺区図書館を大小路に作ってほしい、移動図書

館をもっと増やしてほしい、との声もありました。 

法改正により、図書館の管理が、教育委員会から首長部局に移管可能となりました。移管に

より民営化の可能性が高まる恐れもあります。指定管理者化を阻止した堺市東図書館の例

（2005 年）にも学ぶ必要があります。 

図書館の要である司書が、20 年前と比べて半分に減っています。司書はただ機械的に図書

館で本を貸すだけでなく、図書館サービスを深くつかみ、人の成長に関わります。 

堺市の公共図書館を利用する子どもは 30％と言われており、子どもの学びを支える図書館

サービスの充実も今後の課題です。 

中学校図書館は 2 校に 1 人、21 人が配置されていますが、学校図書館をもっとほっとでき

る場所にしていくため、今後も課題が残っていると思います。 

子どもの読書活動は「言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものである」（「学校図書

館年」決議（案））。この言葉に私も共感します。 

そして自分の娘にも素晴らしい読書体験をさせてあげたいと願っています。堺市の図書館

の充実を求めて、微力ながら私も、この運動に参加させて頂きたいと思います。 

巽さんは「本来の図書館とは、一人ひとりの願いを持ち寄って、市民と図書館職員が共同で

創り、そのことがみんなの幸せにつながるものである」と問題提起されました。私たちが図書

館の職員の方と一緒に良い図書館を作っていくことが大事なのだと思いました。 
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［講演］ 

 大阪市廃止・4 分割の住民投票にどう挑むか？ 
大阪市会議員 北野たえこ 
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【閉会あいさつ：高橋保さん（元堺市副市長）】 

 今日は、改めて何も私が申し上げることがない位にすばら

しいお話をして下さった「北野さんが北野田に来たのだ」と

いうことで言い表せるのではないでしょうか。 

 一言だけ申し上げます。維新が進めている行政、それがそ

のまま自治破壊だということです。そしてそれは堺市だけの

ことではないのです。この堺市が頑張れば、それを阻止する

ことができるかもしれない。この熱気を一時なものではなく

て、しっかりと市政に反映させることで、その橋頭保を築く

その覚悟を改めて私たちが固めあった。それぞれが胸の内に

しっかりと収めて、なすべきことを分科会でお話し頂いたこ

とを具現化する、実現していく、そのために明日から一歩一

歩頑張りましょうという決意を申し上げて、今日の閉会とさ

せていただきます。 

 

 

 

市政を刷新し清潔な堺市政を取り戻す市民 1000人委員会 

【会計報告】 

自 2019/04/25 至 2020/02/29 

                                                                                                 
〔収入の部〕賛同金収入  １，４１１，２００円 

      販売収入     ２３１，１００円（『振り返りレポート』『市政レポート第１

号』） 

      事務所カンパ ２，２２４，７１０円                  

           収入の部合計  ３，８６７，０１０円 

〔支出の部〕市長選活動費 １，４０９，６６８円（市長選臨時専従６名） 

          会議・集会費   ２３３，９７８円 

           通信費       ５６４，２０２円 

      印刷費       ５８４，８３４円 

            雑費         １１，３８９円                  

           支出の部合計 ２，８０４，０７１円 

              〔差引残金〕１，０６２，９３９円 

    （内訳） 現金       ３６，２４４円 

       郵便振替口座  ７４１，００２円 

       ゆうちょ銀行１．３３３，７３０円 

 

＃ 賛同人の皆さん方、２０２０年賛同金（一口５００円）をよろしくお願いします。 

 ＊ 郵便振替口座：記号００９５０－６－番号２７６１４８ 

   加入者名：堺からのアピール 

 ＊ ゆうちょ銀行 記号：１４１３０ 番号：３０６８１５０１ 

   加入者名：堺市民活動サポート基金 

    ＃ 他の金融機関から振り込む場合は、 

  【店名】ヨンイチハチ（四一八）【店番】４１８【口座番号】３０６８１５０（７桁） 
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